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４月 14
５月 3
６月 休止
７月 3
８月 2
９月 1

１０月 1
１１月 0
１２月 3

１月 1
２月 3
３月 0

計 31

担　　　　　当　　　　　地　　　　　区

合　　　　　計
個人情報関連について

町道及び生活道整備について
県道整備について
住民登録について
交通安全対策について
消防・防災設備について
防犯灯・街路灯設置について

敬老会（敬老祝金を含む）について
町の施策について

意　見　・　要　望　事　項

道路・河川等維持(管理体制含む)について
ため池整備（安全施策含む）について
住民バスについて
幼稚園送迎バスについて



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）
4 ※特に要望等なし
5 ※特に要望等なし
6 ※特に要望等なし
7 ※特に要望等なし
8 ※特に要望等なし
9 ※特に要望等なし
10 ※特に要望等なし
11 ※特に要望等なし

※意見・要望事項
前回回答：原因として、農地の盛土が考えられる、農地の所有者や区長さんとの協議
の上、今後検討。町としては境界付近に土側溝を設けることは可能であるため所有者
からの了解を得ていただきたいと伝えてある。（その後協議したい）

　①町道南原3号線の○○宅倉庫東側付近の道路に降水時に水が溜まる場所 →町道に隣接している農地の盛土を高く施工した事が原因であり、本来は原因者負
があり、側溝の整備（30m位）をお願いしたい。（再要望）H18.9 担で施工すべきものと考えるが、降雨時に排水されずに、町道に水が溜まり通行にも
　右記の回答があるが、その後区長さんより、この案件については連絡がない。 不便な状況であり改善すべき箇所と認識しているので、田の所有者を含め協議をし

た上で対応策を考えていきたいので、区長さんにも所有者の了解を得るなど地域の
調整をお願いしたい。

1 ※特に要望等なし
2 ※特に要望等なし
3 ※特に要望等なし

12

羽生



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

山崎



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）
※意見・要望事項
①　河川について ⇒根のある木が川岸より生えている状況で、増水した時にごみ等が引っ掛る可能性
　　　味明松木田住宅の東側の「安戸川」内に流木があり、水流れが悪くなっているの のある木が3本程あることを確認しました。増水期も控えておりますので、早速緊急
     で撤去して欲しい。大雨になると川岸が崩壊する恐れがある。 維持工事として撤去します。時期については連休明けとなる見込みです。
①　田布施地区にあるｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場のフェンス付近に設置されている味明小学校及び ⇒現地を確認したところ、まさしく、看板の文字が錆により殆ど見えなくなっており
　　幼稚園の案内板が老朽化により危険なため、早急に撤去していただきたい。 　また、強風等による倒壊の危険性もあると判断されるため、撤去が妥当であると

　の結論にいたり、早急に対応します。
6 ※特に要望等なし

①住民の異動等があった場合、地元で不都合が生じる場合があるので、できるだけ早く ⇒異動届等に際しましては、確認照合等に日数が必要となりましたので
周知して欲しい。（随時） その都度の連絡は難しいことをご理解願います。
②町で事業(工事等）を行う場合は、速やかに区長等に工事の内容や業者等を連絡して ⇒町が発注する工事については、これまで特段の理由がない限り受注業
頂きたい。 者から関係者に連絡を取りながら工事を進めてきたが、今後は、工事内容

や契約内容について関係区長さんにも連絡を行い、区長さんがその地域
の状況を把握できるように努めていきます。

①敬老会について
　現在、敬老会への参加については、各行政区が会場までの送迎を行っていると思いま ⇒敬老会開催については、敬老会開催に関するｱﾝｹｰﾄ調査を平成15年
すが、乗用車での送迎中の事故等も考慮し、町でバスをチャーターし職員が添乗員とし 　に実施し、その結果と議会・関係団体等の意見を踏まえて現行の開催方
て同情するなどの送迎方法を行う考えはありませんか。 　法としたものです

　　送迎方法については、区長会役員会で検討していただき、これまでどお
　り地区毎に送迎することとなったものです。
　　今後の敬老会開催方法等につきましては、敬老者の送迎方法等を含め
　総合的に検討を重ねて参りたいと思います。

②また、敬老会名簿への掲載について、本人の意志を確認する行為が必要になってくる ⇒敬老者名簿については、生年月日・世帯番号・世帯主等を掲載しており
と思います。町でどのように考えているか教えていただきたい。 　ましたが、個人情報保護を考慮し平成17年から氏名・年齢のみの掲載とし

　ました。
　　今後の名簿登載については、本人の意志を確認のうえ掲載する方向で
　検討して参りたいと思います。

9 ※特に要望等なし
10 ※特に要望等なし
11 ※特に要望等なし
12 ※特に要望等なし

※意見・要望事項
①現在、味明地区の統計調査員が2名となっているが、前回調査時、人員不足 ⇒統計調査員で組織している大郷町統計協会の役員会を2月15日に予定しています。
のため他地区より協力をいただいたため、調査員を増員して欲しい。 　今回の要望が役員会で同意されれば、区長推薦という形で選出していただきます。
※意見・要望事項 ⇒ 長年にわたり土砂が堆積し側溝の機能を発揮しておらず反対側の水路に悪
　不来内字内畑地内の町道(内畑・天神原線) 　影響を及ぼしている。土砂の撤去が必要であり施工区域について行政区長と
　①町道山側の側溝が埋没しており水が流れ出てしまうため、側溝を作って欲しい。 　現場において調整のうえ対処する。なお、施工後の管理についてこのような状
　②①反対側法面が崩れているため、補修補強をして欲しい。 　況にならないよう地域での管理を徹底されるよう要望する。

　 水路の補修については、団体営ほ場整備関連で整備された農業施設であり、
　法勾配が急なため一部崩れており、二次製品の布設による施工が必要と考え
　るが、受益者分担金が発生する事業でもあり、前記の町道側溝整備後の状況
　も踏まえて地域と協議していきたい。

3 ※特に要望等なし

2

1

4

5

7

8

味明



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見・要望事項

　①　県道大和幡谷線に街路灯と赤色回転灯の設置（H18.12要望) ⇒①については、道路管理者・仙台東土木事務所には連絡済みですが、再度要望

　　　県道大和幡谷線の深谷神社付近は、見通しの悪いカーブになっており、過去に死 　 します。

　　亡事故を含む重大事故が発生している所から、街路灯と赤色回転灯を設置するよ

　　う県道管理者等に要請してほしい。（再要望）

　②　県道大和幡谷線の法崩れの解消 ⇒②　　①と同じ

　　　県道大和幡谷線(松島町境付近)の法面が３ヶ所ほど崩れてﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ排水路

　　に流出しているので、県道管理者や土地改良区などと協議し、解消してほしい。なお

　　行政区では、道路愛護等で法面の草刈を実施しているが、その作業時にも危険が

　　生じる状態である。

　③　味明不来内線の側溝整備 ⇒県道を横断した所にゲートがあり、現在農業用水としてためている状況で滞留し

　　　町道味明不来内線の村山巌氏宅付近の土側溝は、行政区でも道路愛護等で土 ていると思われます。現時点では確認できないので、秋口に水が必要なくなりしだ

　　砂払いをしているが、水の流れが悪く、雑排水が滞留しているので、コンクリート側 いゲートを開け確認し対応策を検討します。

　　溝を整備してほしい。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

※意見・要望事項

　①第4合ため池については、老朽化により提体が下がり、斜桶管部分が露出状態に →現地を確認した。斜桶管の構造部が全面的に露出しており、早急に対処すべき

　なっていることから、現地調査していただきたい。なお、受益者である地元負担も伴う ものではあるが、大郷町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例に基づき

　ことではあるが、記念中の整備改修を望むものである。 受益者から分担金の徴収が伴うものであり、受益者の理解と協力がなければ事業を

進めることは困難である。地域整備課としては、地域での協議の叩き台となる施行

方法及び事業費に関する資料を作成するので、それを基に地域でよく話し合いを

進め、方向性を結論付けていただきたい。

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

10

不来内



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

川内



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）
※意見・要望事項
　①　信号機の設置について ⇒交通規制課に要望いたします。
　　　当該箇所については、押しボタン式信号の設置ということで、平成18年7月に要望
　　し回答を得ているが、この交差点は事故も多いことから、半感式信号での設置で再
　　要望したい。公安等の要望に計上願いたい。(再要望)
　②　町道長松沢線の橋（大橋）について ⇒設計荷重としては20トンまで通行できます。
　　　大型車両が通行できる橋に架け替えをお願いしたいが、現時点で何トンまでの車
　　両が通行できるか教えて欲しい。(表示)
　③　ため池の管理について ⇒ため池の維持管理については、地区にお願いしておりますが、工事が伴うときは、
　　　老朽化等災害以外の維持管理はどのようにすべきか(負担等)、町の考え方を示し 事前に地域整備課へ相談して下さい。
　　て欲しい。 　堰・ため池・農道の改良事業を行う場合は、下記のとおりの負担となります。
　　　仮に部落(受益者)負担となる場合、区又は水利組合で負担金等を算出することに 　　　●10万未満については、全額受益者負担。
　　なるが、地権者・耕作面積等、賦課資料の提供等、町の協力を得たいが可能か 　　　●10万以上100万未満は、受益者50%・町50%

　　　●100万以上200万未満は、受益者40%・町60%
　　　●200万以上300万未満は、受益者30%・町70%
　　　●300万以上は、町長と協議が必要となります。
　　　※国県事業対象であれば、その事業費に伴う費用を控除した後対象とする。
　地権者等に関する資料の提供については、個人情報保護条例の関係で、地番
・地目・地積ぐらいは可能と思われますが、所有者ということであれば、代表者に
より閲覧などの対応となります。

　④　防犯等について ⇒町内・町外の複数業者を調査して、連絡いたします。
　　　電気工事の方が少なくなり、又は1個や2個の交換では単価が引き上がるため、
　　対応に苦慮している。町の方で修理してくれる業者名・単価等を示していただけれ
　　ばありがたい。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

東成田



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

中村



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

鶉崎



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見･要望事項

　①　町道(土橋・勘兵衛線)について ⇒何回か緊急対策として修繕はしておりますが、大型車両の通行により、路肩が

　　　上記町道の交差部の路肩が崩れ、応急措置していただいたが、また崩れてきてお が崩れていくという状況であります。これを改善するためには、用地の提供を受け

　　り修繕をお願いしたい。(前回は、区長が直接地域整備課へ） 拡幅工事をすることになります。区長さんに地権者の調整をお願いした上で対応

を検討します。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

土橋



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

※意見・要望事項

　逆川水路の土砂除去について →土砂により流下が阻害されている状況を現場確認しました。水路の土砂撤去は土

　長い歳月を経て蓄積された逆川の土砂を取り除いて欲しい。 地改良事業にあたり、受益者分担金が発生する事業であります。

　従って、区長さんをはじめ関係者の方々と現地において確認の上撤去土砂の処分

方法等対策を協議したい。なお、分担金の徴収についても関係者の理解がなければ

事業の推進は困難であるので調整をお願いしたい。

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

12

長崎



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見･要望事項

　①　通行人の安全確保のため防犯灯の設置をお願いしたい。 ⇒現地を確認し対応いたします。

　　　(設置要望2箇所：別紙参照)

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※意見・要望事項

 (1)町道丸山線、○○宅前までの舗装をお願いしたい。(箇所：別紙参照） ⇒町道丸山線の未舗装部分について現地を確認しました。道路の利用状況から

直ちに工事を施行することは難しいが整備の必要性は認識しており、財政状況と

照らして施行時期を探っていきたい。

　なお、工事を施行する場合、施行延長はほぼ130ｍで現在の車道幅員が4mか

ら3.5m程度であり、一部拡幅工事と付帯工事として側溝の布設替え新設が必要

である。

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

丸山



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）
4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

中粕川



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見・要望事項

　①　町道半在家線、水路に架かる欄干とガードレール部分（別添図面参照）に1.5ｍ ⇒車両の通行には問題がありませんが、歩行者保護の観点から、早急に安全確

　　の空きがあり危険を感じる。対策を希望する。 保対策を講じます。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

※意見・要望事項 ⇒ 通常の車両通行に関しては特に問題はないと思うが、冬季間の道路凍結時

　①杉ｹ崎橋の欄干付近に危険を感じる区間があるため対策をお願いしたい。 　においては危険性もあり、安全確保の観点からガードレールの設置について

　努力していきたい。なお、地域住民の方にも安全走行で通行するよう徹底して

　いただきたい。

3 ※特に要望等なし

4

2

石原



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

木ノ崎



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見・要望事項

　①　通学路の整備について ⇒大き目の砂利で通行しにくい部分もありますので、早急に細かい砂利を敷くなど

　　平成18年6月に要望のあった、粕川小学校に通学する児童の通学路の整備につい の対策をします。

　て、一部は整備済(県道下ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部分の舗装)であるが、残りの通学路部分に

　ダストを敷く等して整備を図って欲しい(別添図面参照)　　（再要望）

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

土手崎



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

成田川



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

※意見･要望事項

　①　幼稚園の送迎バス路線について ⇒幼稚園通園バス運行については、現在3台のバスで6コースを巡回しております。

　　平成19年度から送迎バス路線が一部変更になったが、宮田地区の園児にとっては 通園バス運行については多くの要望等がありましたが、全てに対応することは困難

　バス停が遠くなり（○○工業所前から上郷分館になった)不便になった園児が数 な状況です。その結果、住民バス路線を基本とし自宅から2km以上離れている等の

　名いる。バス運行上支障がなければ、以前のバス停の場所に戻していただきたい。 特別な配慮を要する所を除き住民バス路線を運行することとしました。

　(送迎バス路線及びバス停は別図参照） 　また、大松沢地区はバス運行時間が長く、夏季の園児の健康面等も考慮したとこ

ろで、当該バス1･2便で運行時間が17分短縮され、そのことによりバス1便目の出発

時刻も遅くなり、多少ではありますが公平性が生じました。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

上郷



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）
※意見･要望事項

　①　住民バスについて ⇒住民バスの転回場所および補修工事も含めて、今後役場内で検討します。

　　　住民バスの転回およびゴミ集積所のための敷地として利用している旧分館敷地の

　　進入路における側溝蓋について、これまで何度も蓋交換による補修を実施していた

　　だいたが、再度破損し、通行に支障を来たすとともに事故等の原因となりかねないこ

　　とから、これを期に簡易的な補修（蓋の交換）だけでなく、取付面も含めたしっかりと

　　した補修をお願いしたい。

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

①町道泥畑・三本木線の薩日内春悦氏宅前西側から町境までの歩道が、雨が降った際等 ⇒歩道に土砂が流入し、その上に雑草が繁茂している状況を把握しました。

の土砂流入により経常的に土砂が堆積し、雑草等も生い茂っており、歩行困難な状況もあ 施工延長も長く年次計画で土砂の流入を抑える工事を施工したい。

ることから、状況の改善を願うとともに、今後もこのようなことにならないよう原因を調査の上 　ご理解を頂き、完成するまでの間ご協力をお願いします。

適切に改善工事をしていただくようお願いしたい。

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

※意見・要望事項

　町道柏木原・小梁川線の幅員が狭いことから、堆肥センター等の利用者で大 →町道柏木原小梁川線については、平成13年度に道路改良計画が一部地権者の

型トラックの通行が多いため、自家用車とのすれ違い、歩行者・通学者の通行 理解が得られなく事業が中止になった路線である。今回要望がある区域はその部分

に危険が生じている。このことから、県道石巻鹿島台大衡線からの起点（上村 を除外してのもので、これを施工した場合は路線の前後が拡幅され中間に幅員の狭

公民館付近)から○○宅付近までの町道の幅員拡張をお願いしたい。 い区域が残るためにかえって危険な道路になる。

なお、こちらでお願いしたい箇所近辺の地権者の同意は既にいただいている。 　町としては現時点で町道柏木原小梁川線改良の計画はないが、未改良部分全線

の地権者の同意が得られた時点で道路改良の協議をはじめたいと考えている。

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

4

7

12

上村



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

上町



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

下町



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

　①狸沢入口の縁石について

　　県道利府松山線から町道への入口について、歩道と車道の間の間隔が狭く ⇒歩車道境界ブロック(縁石)により車両(特に大型車）の狸沢方向への侵入が

　大き目の車両の左折時、対向車線にはみ出す運転を強いられており、実際に2件 　困難なことを確認しました。県東土木事務所に出向いて状況を説明しブロック

　ほど接触事故がおきており、車両破損もおきている。左右3個ずつ程度、縁石を 　の除去について要請しました。県では現場を確認の上対応を考えるとのこと。

　除去して欲しい。

　②川原町　町道の急カーブについて

　　川原前の○○氏宅前の急カーブについて、危険であるので対策を講じて ⇒事前に区長から話を聞いている。特に歩行者の通行に危険とのことであった。

　ほしい。接触事故等も発生している状況である。 　安全対策としてカーブ付近の歩道設置等が考えられるが、用地の提供が必要

　であり地元区長との協議のうえ、その調整をお願いし対処したい。

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

5

吉ケ沢



地区担当員活動台帳

月 意　見　・　要　望　事　項 対　　応　　策　（町としての方針）

4 ※特に要望等なし

5 ※特に要望等なし

6 ※特に要望等なし

7 ※特に要望等なし

8 ※特に要望等なし

9 ※特に要望等なし

10 ※特に要望等なし

11 ※特に要望等なし

12 ※特に要望等なし

1 ※特に要望等なし

2 ※特に要望等なし

3 ※特に要望等なし

貝柄塚


